
化管法・府条例に基づく適正管理の対象となる化学物質等の改正について 

 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）施行令及び同施行

規則並びに大阪府生活環境の保全等に関する条例及び同施行規則が改正され、2023（令和５）年４月１日か

ら施行されます。（化管法施行規則は一部施行済です） 

この結果、適正管理の対象となる化学物質が、第一種、第二種合わせて 602 物質から 675 物質に拡充され

ます。改正後の化学物質の取扱い状況について十分に確認し、引き続き、排出削減をはじめとする適正管理

に取り組むとともに、適切に排出量等の把握・届出等を行ってください。 

 

化管法対象物質（第一種指定化学物質、第二種指定化学物質）の改正 

○化管法の対象となる化学物質が改正されます。詳細については経済産業省ホームページでご確認ください。 

【経済産業省ホームページ】https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html 

・改正の概要 

 改正後 改正前 

第一種指定化学物質（特定第一種指定化学物質を含む） 515 物質 462 物質 

第二種指定化学物質 134 物質 100 物質 

○改正後の物質に係る各種規定について 

・適正管理の実施、排出量等の把握、SDS の交付等は、2023（令和５）年度から適用されます。 

・排出量等の届出は、2024（令和６）年度から適用されます。 

 

条例対象物質（第一種管理化学物質、第二種管理化学物質）の改正 

○大阪府化学物質適正管理制度の対象となる化学物質が改正されます。詳細については大阪府ホームページ

でご確認ください。 

【大阪府ホームページ】https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/kagaku_kaisei.html 

 ・改正の概要 

 改正後 改正前 

第一種管理化学物質（府独自指定物質） VOC 23 物質及び VOC 

第二種管理化学物質（府独自指定物質） 25 物質 16 物質 

○改正後の物質に係る各種規定について 

・適正管理の実施、排出量等の把握、緊急事態発生時の措置等は、2023（令和５）年度から適用されます。 

・排出量等の届出は、2024（令和６）年度から適用されます。 

 

≪物質改正に係る各種規定の適用時期≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設に係る届出項目の追加（2022 年３月 31 日に施行済） 

○下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設のうち、大気汚染防止法に基づく水銀及びその化合物の測定義務

を有する施設については、水銀及びその化合物の排出量等が把握・届出の対象となりました。 

排出量の把握は 2022（令和４）年度から、届出は 2023（令和５）年度から適用されます。 

 

【お問合せ先】 
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市（箕面市、豊能町、能勢町も担当）、吹田市、泉大津市（忠岡町も担当）、高
槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、河内長野市（富田林市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪
村も担当）、松原市、東大阪市、阪南市 
各市町村の化学物質担当窓口（詳細は下記 URL をご参照ください） 
【窓口 URL】https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/renraku.html 

上記以外の市町村 

大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ 
〒559－8555 大阪市住之江区南港北１-14-16 大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）21 階 
電話 06-6210-9578（直通）／メールアドレス kankyokanri-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp 
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（参考） 

①化管法及び条例対象物質改正の概要 

 
 

②府独自指定物質の改正内容 

 
 

③改正後の排出量等の届出において注意が必要な物質 

 

管理
番号

物質名
政令(条
例)番号

種別
管理
番号

物質名 条例番号 種別

594
エチレングリコールモノブチルエーテル
（別名ブチルセロソルブ）

1-077 第一種 594 エチレングリコールモノブチルエーテル 条1-001 条例第一種

629 シクロヘキサン 1-176 第一種 629 シクロヘキサン 条1-008 条例第一種

682
１，３，５－トリアジン－２，４，６－
トリアミン（別名メラミン）

1-319 第一種 682
２，４，６－トリアミノ－１，３，５－トリアジン（別名メラミ
ン）

条1-011 条例第一種

737 メチルイソブチルケトン 1-472 第一種 737 ４－メチル－２－ペンタノン（別名メチルイソブチルケトン） 条1-020 条例第一種

754 硫酸ジメチル 1-507 第一種 754 硫酸ジメチル 条1-022 条例第一種
822 硫酸ジエチル 2-134 第二種 822 硫酸ジエチル 条1-021 条例第一種

ｰ 揮発性有機化合物（VOC） 条1-001 条例第一種 ｰ 揮発性有機化合物（VOC） 条1-024 条例第一種
ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ギ酸 条1-002 条例第一種
ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 2-クロロ-1,3-ブタジエン（別名クロロプレン） 条1-003 条例第一種
ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ クロロメチルメチルエーテル 条1-004 条例第一種
ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 酢酸ブチル 条1-005 条例第一種
ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ シクロヘキサノン 条1-007 条例第一種

ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 3,3'-ジメトキシ-4,4'-ジアミノビフェニル（別名ジアニシジン） 条1-009 条例第一種

ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ チオセミカルバジド 条1-010 条例第一種

ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 3,5,5-トリメチル-2-シクロへキサン-1-オン（別名イソホロン） 条1-012 条例第一種

ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 1-ナフチルアミン 条1-013 条例第一種

ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 2,2',2”-ニトリロトリエタノール（別名トリエタノールアミン） 条1-014 条例第一種

ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 1-ブタノール 条1-015 条例第一種
ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 2-ブタノン（別名メチルエチルケトン） 条1-016 条例第一種
ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 2-フランメタノール（別名フルフリルアルコール） 条1-017 条例第一種
ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ メタノール（別名メチルアルコール） 条1-018 条例第一種

ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 1-メチル-4-ニトロベンゼン（別名p-ニトロトルエン） 条1-019 条例第一種

ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ リン酸ジブチル 条1-023 条例第一種
ｰ アンモニア 条2-001 条例第二種 ｰ アンモニア 条2-001 条例第二種
ｰ 一酸化炭素 条2-002 条例第二種 ｰ ｰ ｰ ｰ 新規追加
ｰ 一酸化窒素 条2-003 条例第二種 ｰ 一酸化窒素 条2-002 条例第二種
ｰ 一酸化二窒素 条2-004 条例第二種 ｰ 一酸化二窒素 条2-003 条例第二種
ｰ 塩化アンモニウム 条2-005 条例第二種 ｰ 塩化アンモニウム 条2-004 条例第二種
ｰ 塩化水素 条2-006 条例第二種 ｰ 塩化水素 条2-005 条例第二種
ｰ 塩素 条2-007 条例第二種 ｰ 塩素 条2-006 条例第二種
ｰ 黄リン 条2-008 条例第二種 ｰ ｰ ｰ ｰ 新規追加
ｰ 五塩化リン 条2-009 条例第二種 ｰ 五塩化リン 条2-007 条例第二種
ｰ 五酸化二窒素 条2-010 条例第二種 ｰ 五酸化二窒素 条2-008 条例第二種
ｰ 三塩化リン 条2-011 条例第二種 ｰ 三塩化リン 条1-006 条例第一種 種別変更
ｰ 三酸化硫黄 条2-012 条例第二種 ｰ ｰ ｰ ｰ 新規追加
ｰ 三酸化二窒素 条2-013 条例第二種 ｰ 三酸化二窒素 条2-009 条例第二種
ｰ 四酸化二窒素 条2-014 条例第二種 ｰ 四酸化二窒素 条2-010 条例第二種
ｰ 硝酸 条2-015 条例第二種 ｰ 硝酸 条2-011 条例第二種
ｰ 二酸化硫黄 条2-016 条例第二種 ｰ ｰ ｰ ｰ 新規追加
ｰ 二酸化窒素 条2-017 条例第二種 ｰ 二酸化窒素 条2-012 条例第二種
ｰ フッ化珪素 条2-018 条例第二種 ｰ ｰ ｰ ｰ 新規追加
ｰ フッ素 条2-019 条例第二種 ｰ フッ素 条2-013 条例第二種
ｰ ホスゲン 条2-020 条例第二種 ｰ ｰ ｰ ｰ
ｰ メルカプタン類 条2-021 条例第二種 ｰ ｰ ｰ ｰ
ｰ 硫化水素 条2-022 条例第二種 ｰ 硫化水素 条2-014 条例第二種
ｰ 硫酸 条2-023 条例第二種 ｰ 硫酸 条2-015 条例第二種
ｰ リン化水素 条2-024 条例第二種 ｰ ｰ ｰ ｰ 新規追加
ｰ リン酸 条2-025 条例第二種 ｰ リン酸 条2-016 条例第二種

対象外

改正前

新規追加

条例対象→法対象

改正後

改正の概要

（化管法）物質の統合、分離、範囲拡大等がある物質

管理
番号

物質名 政令番号 種別
管理
番号

物質名 政令番号 種別

595
エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリ
ウム塩及びナトリウム塩

1-080 第一種 60 エチレンジアミン四酢酸 1-060 第一種 範囲拡大

159 シス－１，２－ジクロロエチレン 1-159 第一種
486 トランス－１，２－ジクロロエチレン 2-024 第二種

664
有機スズ化合物（ビス（トリブチルス
ズ）＝オキシドを除く。）

1-274 第一種

706 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド 1-375 特定第一種
296 １，２，４－トリメチルベンゼン 1-296 第一種
297 １，３，５－トリメチルベンゼン 1-297 第一種
304 鉛 1-304 第一種
305 鉛化合物 1-305 特定第一種

698 ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩 1-356 第一種 310 ニトリロ三酢酸 1-310 第一種 範囲拡大

697 鉛及びその化合物 1-353 特定第一種 統合、種別変更

239 有機スズ化合物 1-239 第一種 分離、種別変更

691 トリメチルベンゼン 1-342 第一種 統合、範囲拡大

改正後 改正前

改正の概要

632 １，２－ジクロロエチレン 1-183 第一種 統合、種別変更


